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気候変動と「流域治水」
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気候変動に伴う大雨の発生頻度の変化

 より強度の強い雨ほど増加率が大きい傾向
 1時間に100mm以上の雨は40年前の倍に増加

【出典】気象庁HP「⼤⾬や猛暑⽇など（極端現象）のこれまでの変化」に掲載のデータをもとに⽔管理・国⼟保全局にて編集
棒グラフ（緑）︓短時間強⾬（１時間降⽔量50mm以上）の年間発⽣回数（アメダス1,300地点あたり）
太実線（⻘） ︓5年移動平均値
直線（赤） ︓⻑期変化傾向（この期間の平均的な変化傾向）

⼤⾬の発⽣頻度の変化（全国）【100mm/h以上】

年間発生回数（平均）1時間の
雨量 2013～2022年1976～1985年

4.4回2.2回
100㍉
以上

25回14回
80㍉
以上

328回226回
50㍉
以上

2倍

約1.8倍

約1.5倍

1976〜1985

平均 226 回
1976〜1985

平均 226 回

約1.5倍

⼤⾬の発⽣頻度の変化（全国）【50mm/h以上】
2013〜2022

平均 328回

2013〜2022

平均 328回

⼤⾬の発⽣頻度の変化（全国）【80mm/h以上】
2013〜2022

平均 25回

2013〜2022

平均 25回

1976〜1985

平均 14 回
1976〜1985

平均 14 回

約1.８倍

2013〜2022

平均 4.4回

2013〜2022

平均 4.4回

1976〜1985

平均 2.2 回
1976〜1985

平均 2.2 回

約2.0倍

2023.1 気象庁HPにて公表
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⃝ 短時間強雨の発生の増加や台風の大型化等により、近年は浸水被害が頻発しており、既に地球温暖化の影
響が顕在化しているとみられ、今後さらに気候変動による水災害の頻発化・激甚化が予測されています。

③

②

①
④

⑤

⑥
⑦

※ここに例示したもの以外にも、全国各地
で地震や大雨等による被害が発生

【平成27年9月関東・東北豪雨】

①鬼怒川の堤防決壊による浸水被害

（茨城県常総市）
②小本川の氾濫による浸水被害

（岩手県岩泉町）

【平成28年8月台風第10号】 【平成29年7月九州北部豪雨】

③桂川における浸水被害

（福岡県朝倉市）

【平成30年7月豪雨】

④小田川における浸水被害

（岡山県倉敷市）

【令和元年東日本台風】 【令和2年7月豪雨】 【令和3年8月からの大雨】

⑤千曲川における浸水被害

(長野県長野市)

⑥球磨川における浸水被害

（熊本県人吉市）

⑦池町川における浸水被害

（福岡県久留米市）

■毎年のように全国各地で浸水被害が発生

【令和4年8月からの大雨】

⑧最上川における浸水被害

（山形県大江町）

⑧■気候変動に伴う降雨量や洪水発生頻度の変化

⑤千曲川における浸水被害

(長野県長野市)

⑥球磨川における浸水被害

（熊本県人吉市）

⑦池町川における浸水被害

（福岡県久留米市）

洪水発生頻度流量降雨量気候変動シナリオ

約２倍約１．２倍約１．１倍２℃上昇時

約４倍約１．４倍約１．３倍４℃上昇時

降雨量変化倍率をもとに算出した、流量変化倍率と洪水発生頻度の変化の一級水系における全国平均値

※ ２℃、4℃上昇時の降雨量変化倍率は、産業革命以前に比べて全球平均温度がそれぞれ2℃、4℃上昇した世界をシミュレーションしたモデルから試算
※ 流量変化倍率は、降雨量変化倍率を乗じた降雨より算出した、一級水系の治水計画の目標とする規模（1/100～1/200）の流量の変化倍率の平均値
※ 洪水発生頻度の変化倍率は、一級水系の治水計画の目標とする規模（1/100～1/200）の降雨の、現在と将来の発生頻度の変化倍率の平均値

（例えば、ある降雨量の発生頻度が現在は1/100として、将来ではその発生頻度が1/50となる場合は、洪水発生頻度の変化倍率は２倍となる）

気候変動による水災害の頻発化・激甚化
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流域治水の本格的実践
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○施設整備には時間を要することになるが、その間でも、温暖化により洪水による被害が深刻化する恐
れがあるため、河川整備を加速することに加え、本川下流のみならず上流や支川など中小河川も含め
流域全体で、国・都道府県・市町村、地元企業や住民などが協働して取り組む「流域治水」により治水
対策を推進。

<<ハード・ソフトが一体となった流域治水の取組イメージ>>



取組事例 【渡良瀬川流域治水プロジェクト：国、栃木県、足利市】

5

旗川下流域における流域治水の推進
○令和元年東日本台風で、広範囲にわたり浸水被害が発生した旗川下流域において、国、栃木県及び

足利市が連携し、ハード・ソフト対策の推進を行います。また、特定都市河川指定制度の活用検討も含
め、関係者と連携し、流域における治水安全度向上を目指します。

流域治水対策の検討

【氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策】

・国土交通省 : 旗川改修（築堤、河道掘削）

・栃木県 : 尾名川、出流川改修（築堤、河道拡幅）

・足利市：河川からの逆流防止・水路改修等の検討

【被害対象を減少させる対策】

・足利市 : 氾濫域拡大防止に寄与する盛土の保全

・企業 : 止水板の設置、電気設備のかさ上げ

・国、足利市 : 浸水発生情報の伝達手法検討

・足利市：立地適正化計画による土地利用の誘導

【被害の軽減、早期・復旧・復興のための対策】

・尾名川水門等の操作状況を知らせる警報施設の

整備等整備（国交省）と情報周知体制整備

・国: 緊急避難場所の基盤整備、堤防天端の拡幅

・足利市 : 自主防災会による防災訓練等の促進



防災先進都市を目指す常総市の取り組み
○平成27年関東・東北豪雨を契機として、鬼怒川流域で始まった「みんなでマイ・タイムラインプロジェク

ト」が全国に広まっている中、常総市では更なる避難支援・防災教育など防災・減災の取組が推進され
ている

取組事例 【防災先進都市を目指す常総市の取り組み】
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※出典：常総市HP
https://www.city.joso.lg.jp/kurashi_gyousei/kurashi/bousai_koutsu/bousai/effort/bousaidx/page002480.html

このほか、

・防災機能の充実

・防災協力体制の強化

・防災情報伝達手段

に関する取組も掲載



水災害を自分事化～流域治水に取り組む主体を増やすための取組～
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水災害リスクの自分事化
住民や企業などが自らの水災害リスクを認識し、自分事として捉え主体的に行動する

流域全体の水災害への取り組みへ
水災害から自身を守ることからさらに視野を広げて、地域、流域の被害や水災害対策の全体像を認識し、自らの行動

を深化させることで、流域治水の取り組みを推進する
※流域治水に取り組む主体を増やす（自分のためにから、みんなのために）



○本河川整備計画では、戦後最大洪水である昭和３３年狩野川台風と同規模の洪水に対応できることを目標とする。

○築堤・河道掘削とあわせ、既設の八潮排水機場の能力増強、新規の域外排水施設の整備等を盛り込む。

○整備の際は、水質、河川環境、景観、河川利用に配慮する等、総合的な視点で推進する。

○本流域では流域外への排水が治水上重要な役割を果たすことから、排水機場等の河川管理施設の長寿命化対策、老朽
化対策を強化する。

○なお、中川・綾瀬川流域では、昭和５５年以降、河川と流域の両面から水害の軽減と防止をはかる治水対策として
「総合治水」を流域の関係者（２０市３区５町、１都２県、国）一体で推進している。

○今後は、本計画に基づき河川整備の加速化を図るとともに、流域における対策も進めつつ、平成２７年関東・東北豪
雨や令和元年東日本台風などの近年災害を踏まえ、「流域治水」の取組を一層加速・発展させる。

流域図

河川整備計画の策定に係るポイント

流域面積 ：中川 約811km2

綾瀬川 約176km2

幹川流路延長：中川 約81km
綾瀬川 約48km

流域内人口 ：約369万人（H22年度現在）

流域内資産 ：約59兆円（H22年度現在）

流域内市区町：20市3区5町（H24.10現在）

○ 「利根川水系中川･綾瀬川河川整備計画【大臣管理区間】」を令和５年１１月１５日に策定

排水機場の増強（八潮排水機場）

中川

八潮市

八潮
排水機場

建築設備，ポンプ更新

（50㎥/sの増強）

橋梁対策（八条橋の架替）

計画対象区間

（大臣管理区間）

「利根川水系中川・綾瀬川河川整備計画」の策定（R5.11.15策定）
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特定都市河川指定に係る法定意見聴取開始

国土交通大臣⇒都県知事・市区町の長・下水道管理者

特定都市河川・流域の指定

流域水害対策協議会の設置（R7.2.18第３回協議会実施）

流域水害対策計画の策定・公表

位置図等
これまでの度重なる浸水被害、気候変動に伴う水害の発生リスク

の増大という新たな課題等を踏まえ、これまでの総合治水対策を

生かしながら、将来に渡って安全な流域を実現していくため、流域

内の自治体と特定都市河川指定に向けた議論を開始

令和６年２月１日～

令和６年３月29日

令和４年５月～

令和５年12月25日

「第７回 中川・綾瀬川流域総合治水対策協議会」において、流域

における特定都市河川指定の手続きを進めていくことについて、

茨城県、埼玉県、東京都及び流域内の28市区町から同意

令和６年度中（予定）

なかがわ あやせがわ

中川・綾瀬川流域

法第30条（雨水浸透阻害行為）等に関する規定の施行

流域水害対策計画の実施

令和７年７月１日～

・法第30条等の施行に向けた準備

（権限委譲、都県自治体の条例手続き等）

・計画策定手続き

<諸元>
河川区間

利根川水系中川・綾瀬川等【計43河川】
幹川流路延長(中川 約81km,綾瀬川 約48km）

流域面積：985.2㎢

流域都県・市区町：1都2県28市区町
茨城県
（五霞町）
埼玉県
（さいたま市、熊谷市、川口市、行田市、
加須市、春日部市、羽生市、鴻巣市、
上尾市、草加市、越谷市、桶川市、
久喜市、北本市、八潮市、三郷市、
蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、
伊奈町、宮代町、杉戸町、松伏町）

東京都
（足立区、葛飾区、江戸川区）

○ 法的枠組みを活用した流域治水を推進するため、令和６年３月２９日に利根川水系中川・綾瀬川等の計４３河川を、

特定都市河川・流域に指定（法第30条～第43条に係る規定は令和７年７月より施行予定）。

（法：特定都市河川浸水被害対策法（平成15年法律第77号）。以下同じ。）

：特定都市河川（国管理）
：特定都市河川（都県管理）
：特定都市河川流域
：行政界

利根川水系中川・綾瀬川等 特定都市河川の指定（R6.3.29指定）
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○ 東京都内では、「荒川」、「利根川・江戸川」、「中川・綾瀬川」、「多摩川」、「鶴見川」流域において、『流域治水プロジェクト』を策定・公表済み。

○ 令和6年4月より、気候変動の影響により当面の目標としている治水安全度が目減りすることを踏まえ、流域治水の取組を加速化・深化させるため、

必要な取組を反映した『流域治水プロジェクト2.0』への更新を実施。

流域治水プロジェクト関連（プロジェクト2.0への更新～流域治水の加速化・深化～）
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関東地方整備局の主な河川事業
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那珂川

久慈川

鬼
怒
川

小
貝
川

相
模
川

栃木県

群馬県

山梨県

茨城県

神奈川県

長野県

東京都

埼玉県

千葉県

横浜市

さいたま市

宇都宮市

前橋市

長野市

甲府市

水戸市

千葉市

富
士
川
水
系
砂
防

利根川水系砂防

譲原地区地すべり対策

利根川水系砂防
（鬼怒川）

利
根
川
水
系
砂
防

浅間山火山砂防

荒川第二・三調節池

直轄河川（8水系）の管理状況

水系名 河川数
管理延長

(km)
流域面積

(km2)

久慈川 3 48 1,490

那珂川 4 100 3,270

利根川 65 974 16,840

荒　川 11 174 2,940

多摩川 3 79 1,240

鶴見川 4 23 235

相模川 4 26 1,680

富士川 10 122 3,990

計 104 1 ,544 31 ,685

※河川数・管理延長にはダム区間含む。

※四捨五入のため、計は合わない。

12

関東地方整備局管内の河川等



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

霞ヶ浦導水事業
～茨城県～

第１工区シールドマシン 掘進状況（立坑内）

掘進状況（トンネル内） セグメント運搬状況

鬼
怒
川

小
貝
川

相
模
川

栃木県

群馬県

山梨県

茨城県

神奈川県

長野県

東京都

埼玉県

千葉県

横浜市

さいたま市

宇都宮市

前橋市

長野市

甲府市

水戸市

千葉市

矢木沢ダム

主要事業

浅間山

奈良俣ダム

藤原ダム

相俣ダム 薗原ダム

草木ダム

下久保ダム

渡良瀬遊水地

湯西川ダム

五十里ダム

川俣ダム 川治ダム

荒川第一調節池

宮ヶ瀬ダム

滝沢ダム

二瀬ダム

浦山ダム

鶴見川多目的遊水地

品木ダム

高規格堤防
～東京都～

整備前

整備後

南摩ダム

首都圏氾濫区域堤防強化対策
～茨城県・埼玉県～

埼玉県加須市

現在の堤防

洪水時の水位

平常時の水位

拡幅する部分
河川区域用地買収

整備イメージ

浅間山直轄火山砂防事業
～群馬県・長野県～

ワイヤーセンサー

監視カメラ

蛇堀川砂防堰堤

H30.3撮影

緊急対策用資材備蓄

来襲前 平成19年9月4日

入間川緊急治水対策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
～埼玉県～

那珂川緊急治水対策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
～茨城県～

久慈川緊急治水対策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
～茨城県～

八ッ場ダム

稲戸井調節池

田中調節池

菅生調節池

多摩川緊急治水対策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
～東京都・神奈川県～
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荒川第二・三調節池（大規模改良工事）
～埼玉県～

渡良瀬川 中橋架替事業
～栃木県～

西湘海岸直轄海岸保全施設整備
～神奈川県～

池の沢第3砂防堰堤
～山梨県～



関東4水系緊急治水対策プロジェクト
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多摩川緊急治水対策プロジェクト

○本プロジェクトは令和元年東日本台風による甚大な被害が発生した多摩川において、国、東京都・神奈川県、関係市区が連携し、令和元

年度から以下の取組を実施。

①被害の軽減に向けた治水対策の推進【河川における対策】 ②地域が連携した浸水被害軽減対策の推進【流域における対策】

③減災に向けた更なる取組の推進【ソフト施策】

○令和４年度は、河道掘削と堤防整備の継続及び堰改築に着手するとともに、多機関連携型タイムラインの策定等を推進。

○本プロジェクトは、令和元年東日本台風と同規模の洪水に対して、再度災害を防ぐこととなっており、令和6年度の完了に向け、引き続き、

連携してプロジェクトを推進。

東京都世田谷区玉川地区の溢水によ
る浸水被害状況（世田谷区提供）

位置図

整備前

整備状況

大丸用水堰

整備前

整備状況

【a：堤防整備】
東京都世田谷区
玉川地先

【b：大丸用水堰改築】
東京都稲城市大丸地先

整備状況

稲城市

府中市

堤防整備

堰改築

15

高水敷造成

堰改築



事業の内容

計画平面図

注）この図は、調節池の関係施設を分かりやすく示したイメージ図であり、実際とは異なります。

注）堤防、越流堤、排水施設などの位置や幅については検討中のものであり、確定しているものではありません。

断面図（イメージ）

○場 所
埼玉県さいたま市、川越市、上尾市

○全体事業費
約1,670億円

○事業期間
平成30年度～令和12年度（13年間）

○事業内容
・荒川第二・三調節池の整備

面積 約760ha（第二：約460ha、第三約300ha）
治水容量 約5,100万m3

（第二：約3,800万m3、第三：約1,300万m3）
・ＪＲ川越線荒川橋りょう改築
・荒川右岸堤（対岸堤）の整備

かわごえ あげお

ちょう せ つ ち

位置図

荒川第一調節池
（H16完成）

岩淵

寄居

笹目橋

治水橋

浦山ダム

滝沢ダム

二瀬ダム

荒川第三調節池

荒川第二調節池

埼玉県

東京都

山梨県

茨城県

千葉県

群馬県

●荒川は埼玉県・東京都を貫流し、沿川の土地利用は高密度に進展しており、また下流沿川はゼロメートル
地帯が広範囲に広がっていることから、一度氾濫すると被害は甚大となる。

●このため、荒川中流部に荒川調節池群（荒川第二・三調節池）を整備することで河道のピーク流量を低減し、調節池よ
り下流の東京都区間を含む広範囲において治水安全度の向上を図る。

荒川第二・三調節池事業
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17

【２工区】P６－１の仮設工（変状対策）【１工区】盛土撤去の仮設工（仮構台）

葛飾区

足立区

P６－２

P６－１

【３工区】P6-2の仮設工（変状対策）

京成本線荒川橋梁架替事業

 足立区側アプローチ部（１工区）において、京成関屋駅仮ホーム等の仮設工、盛土撤去の仮設工（仮構台）等を実施中

 河川部（２・３工区）において、左岸側橋脚（P6-2）及び右岸側橋脚（P6-1）の変状対策工を実施中

 葛飾区側アプローチ部（４工区）において、盛土撤去の仮設工（土留杭の孔壁防護）を夜間工事で実施中

【４工区】盛土撤去の仮設工（土留杭等）

夜間工事状況
（孔壁防護）変状対策イメージ

施工イメージ
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利根川から東京湾までの標高イメージ
断面拡幅により強化された堤防

○利根川上流部及び江戸川の右岸堤防が決壊すれば、その氾濫は埼玉県から東京都の範囲におよび、首都圏が壊滅的な被害を受ける恐れ。
〇このような被害が発生する恐れのある区間において、堤防の浸透に対する治水安全度の向上を図るため、堤防拡幅による堤防強化対策を実施。

洪水により発生した漏水を
水防活動により対策

整備イメージ

元の堤防 平成13年9月 加須市

拡幅した部分

位置図

群馬県

東京湾

利根川右岸136k付近で破堤した場合の氾濫区域（イメージ）

【上新郷地区】

凡例

令和５年度まで

令和６年度当初

令和７年度以降

首都圏氾濫区域堤防強化対策

噴砂を伴う基盤漏水




